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平
成
三
年
十
二
月
十
二
日
提
出 

質

問

第

四

号 

    
国
営
（
国
民
）
公
園
、
国
立
美
術
館
・
博
物
館
等
の
入
園
料
無
料
化
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

提 

出 

者 
 

大 

野 

由 

利 

子 

 

一 

 



 

「
う
る
お
い
」
と
「
ゆ
と
り
」
の
あ
る
都
市
生
活
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
緑
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
を
拡
大
し
、

公
園
施
設
や
文
化
施
設
を
国
民
が
身
近
に
気
軽
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
と 

 

り
わ
け
、
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
「
生
活
大
国
」
を
目
指
す
た
め
に
は
、
高
齢
者
や
身
体
障
害
者
が
健
康
で
充
実
し 

 
 

た
生
活
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

一 

東
京
都
立
川
市
、
昭
島
市
に
接
す
る
昭
和
記
念
公
園
を
は
じ
め
と
す
る
建
設
省
所
管
の
国
営
公
園
は
入
園
料 

 

が
大
人
三
百
七
十
円
、
子
供
八
十
円
で
あ
る
。
環
境
庁
所
管
の
国
民
公
園
「
新
宿
御
苑
」
の
入
園
料
は
大
人
百
六 

 
 

十
円
、
子
供
五
十
円
で
あ
る
。
建
設
省
所
管
の
国
営
公
園
の
入
園
料
は
、
環
境
庁
所
管
の
国
民
公
園
の
入
園
料 

 
 

に
比
べ
あ
ま
り
に
も
高
く
、
公
園
が
一
般
国
民
共
有
の
気
軽
に
利
用
で
き
る
財
産
に
な
り
得
て
い
な
い
。
少
な 

 
 

 
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
国
が
管
理
す
る
公
園
や
美
術
館
、
博
物
館
等
に
つ
い
て
、
以
下
の
質
問
を
す
る
。 

国
営
（
国
民
）
公
園
、
国
立
美
術
館
・
博
物
館
等
の
入
園
料
無
料
化
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

四 

平
成
三
年
三
月
十
九
日
、
総
務
庁
行
政
監
察
局
長
か
ら
「
国
が
管
理
す
る
公
園
の
入
園
料
等
の
高
齢
者
に
対 

 
 

す
る
減
免
措
置
」
（
あ
っ
せ
ん
）
が
な
さ
れ
た
が
、
建
設
省
、
環
境
庁
、
文
部
省
、
文
化
庁
で
は
、
そ
の
後
、
具 

 
 

 
 

体
的
に
ど
の
よ
う
な
検
討
を
進
め
て
こ
ら
れ
た
の
か
。
ま
た
、
い
つ
ご
ろ
ま
で
に
結
論
を
出
す
考
え
な
の
か
、 

 
 

伺
い
た
い
。 

五 

昭
和
記
念
公
園
は
年
間
七
日
間
（
五
月
五
日
は
子
供
の
み
）
、
新
宿
御
苑
は
年
間
四
日
間
（
五
月
五
日
は
子
供 

 
 

三 

欧
米
で
は
国
立
の
美
術
館
や
博
物
館
の
入
館
料
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
観
点
か
ら
減
免
し
て
い
る
と
こ
ろ
が 

 

多
い
。
高
齢
者
や
身
体
障
害
者
の
国
立
の
美
術
館
や
博
物
館
の
入
館
料
は
、
無
料
に
し
て
は
ど
う
か
。 

二 

東
京
都
を
は
じ
め
地
方
自
治
体
が
管
理
す
る
公
園
等
は
、
高
齢
者
や
身
体
障
害
者
の
入
園
料
を
無
料
化
し
て 

 

い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
国
が
管
理
運
営
し
て
い
る
国
営
・
国
民
公
園
に
お
い
て
も
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者 

 
 

や
身
体
障
害
者
等
の
入
園
料
は
、
無
料
に
し
て
は
ど
う
か
。 

く
と
も
環
境
庁
所
管
の
「
新
宿
御
苑
」
の
入
園
料
と
同
額
程
度
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

四 

 



 

六 

高
齢
者
や
身
体
障
害
者
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
国
が
管
理
す
る
公
園
で
は
、
電
気
自
動
車
を
導
入
し
走
ら 

 

せ
る
こ
と
が
切
望
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
記
念
公
園
で
は
、
す
で
に
園
内
電
気
自
動
車
の
コ
ー
ス
は
計
画
済
と
聞 

 
 

い
て
い
る
が
、
い
つ
か
ら
実
施
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
園
内
は
無
料
で
乗
車
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き
だ
と
考 

 
 

え
る
が
ど
う
か
。 

八 

身
体
障
害
者
が
安
心
し
て
公
園
施
設
や
文
化
施
設
を
利
用
で
き
る
た
め
に
は
、
車
イ
ス
で
利
用
で
き
る
ト
イ 

 

七 

昭
和
記
念
公
園
は
他
の
国
営
公
園
と
違
っ
て
、
昭
和
天
皇
御
在
位
五
十
年
記
念
事
業
と
し
て
昭
和
五
十
三
年 

 

度
よ
り
事
業
を
実
施
し
て
い
る
公
園
で
あ
る
。
現
在
、
当
初
計
画
の
ど
こ
ま
で
施
設
整
備
が
な
さ
れ
、
今
後
ど 

 
 

の
よ
う
な
施
設
整
備
計
画
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
、
伺
い
た
い
。 

の
み
）
の
無
料
開
放
日
を
設
け
て
い
る
が
、
全
面
無
料
化
ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て
、
ま
ず
多
く
の
国
民
が
利 

 
 

用
し
や
す
い
よ
う
に
無
料
開
放
日
を
も
っ
と
増
や
し
て
は
ど
う
か
。
特
に
冬
期
の
利
用
率
が
低
下
し
て
い
る
の 

 

で
、
冬
期
の
無
料
開
放
日
を
大
幅
に
増
や
し
て
は
ど
う
か
。 

五 

 



 

 

六 

レ
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
国
が
管
理
す
る
公
園
、
美
術
館
、
博
物
館
に
は
車
イ
ス
で
利
用
で
き
る
ト
イ
レ
が 

 
 

い
く
つ
あ
る
の
か
。
ま
た
、
案
内
板
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
車
イ
ス
ト
イ
レ
の
設
置
場
所
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か 

 
 

ど
う
か
、
伺
い
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


